
はじめに・本書の使い方
ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会が実施する1級ＦＰ技能検定「資産設計提案業務」の実技試験

は1年に１回、９月に実施されています。

本問題集では、この「資産設計提案業務」の実技試験に確実に合格していただくために、

過去に実施された問題を分析し、その重要度に応じて取捨選択、現行の法令等にあわせて

改訂した問題を掲載しています。

第１部は、過去の出題内容をしっかり把握していただくために「過去問題科目演習編」と

して、科目別に全７科目で構成。過去の出題項目を整理し、過去問題から精選した問題を

現行制度へ改訂・調整して、一問一答の形式で掲載しています。

第２部は「模試演習編」として2022年９月に実施された検定試験を、現制度に改訂し、

模擬試験形式で掲載しています。模擬試験として、時間を計測しながらお取り組みください。

第３部は「模試解答・解説編」として、2022年９月検定改訂版の解説をまとめて掲載して

います。

また、過去５年分の出題傾向リストも添付しています。

1級ＦＰ技能士を目指す皆様が本書を有効にご活用いただき、当該検定試験に合格される

ことを心より祈念いたします。

ＦＰＫ研修センター株式会社

■ 出題年度について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＜過去問題科目演習編＞本書では、過去問題科目演習編の問題

番号のバーにある年度は、その問題が出

題された年度を表わしています。

　 

■ チェックボックスについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＜過去問題科目演習編＞過去問題科目演習編に解答番号の場所

にチェックボックス（□□）が付いていま

すので、間違えた問題はチェックをして、

繰り返し取り組みましょう。 　 

■ 出題項目について
その問題がどの項目より出題されたかが、解説に表記してあります。

＜過去問題科目演習編＞　　　　　　　　＜模試演習編 解答解説＞

 

※　2023年 4月現在の法令等に基づいて作成しています。改正情報および内容の訂正等については、

ＦＰＫ研修センターホームページ （http://www.fpk.co.jp）の「教材メンテナンス」のコーナーに随

時掲示いたします。受験前にはご確認ください。
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実技試験（資産設計提案業務）について

№ 科目 出題項目 出題内容 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 集計

1 ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と

資
金
計
画

係数表
減債基金係数／現価係数／年金現
価係数／終価係数／資本回収係数

● ● 2

2
住宅取得資金計画

二世帯住宅の自己資金額の計算 ● 1

3 住宅ローン借入額と贈与額の計算 ● 1

4 購入可能な物件価格の計算 ● ● ● ● 4

5 住宅ローン 住宅ローンの繰上げ返済額の計算 ● 1
6 高齢者の住まい サービス付き高齢者向け住宅 ● 1

7

社
会
保
険

社会保障制度
出産・育児休業期間中の保険料
負担と給付

● ● ● ● ● 5

8
健康保険

傷病手当金 ● 1

9 出産手当金の概要 ● 1

10 退職後の社会保険制度
退職後の健康保険
 （任意継続被保険者）

● ● ● 3

11 介護保険 介護保険サービスの利用者負担 ● 1

12
雇用保険

短時間労働者の国民年金の被保
険者区分

● 1

13 育児休業給付金 ● ● ● 3

14

公
的
年
金
・
企
業
年
金

老齢給付

老齢厚生年金
 （繰上げ・繰下げ受給を含む）

● ● ● ● 4

15 在職老齢年金 ● 1

16 老齢基礎年金 ● 1

17 遺族給付 遺族年金額の計算 ● ● ● ● ● ● ● 7

18 国民年金基金 年金額計算 ● 1

19

企業年金制度ほか

財形貯蓄 ● ● 2

20 中退共 ● ● 2

21 確定給付企業年金 ● ● 2

22 企業型確定拠出年金 ● 1
23 個人型確定拠出年金ｉＤｅＣｏ ● ● ● ● 4

24

金
融
資
産
運
用

債券投資 個人向け国債の中途換金 ● ● ● 3
25

証券税制
上場株式等の譲渡損益等 ● 1

26 ＮＩＳＡ制度 ● ● ● 3

27 株式投資
会社四季報の読取り
投資指標（ＰＥＲ・ＰＢＲ・ＲＯＥ）

● ● ● 3

28
投資信託

追加型株式投資信託の譲渡所得 ● ● 2

29 収益分配金の計算 ● ● ● 3

30
外貨定期預金

外貨建て定期預金の損益分岐点 ● 1

31
外貨定期預金・円ベースでの利
回り比較

● 1

32

リ
ス
ク
管
理

保険契約者保護機構 損害保険契約者保護機構 ● 1

33 保険証券の読み取りほか
医療保険・個人年金保険
低解約返戻金型医療保険終身 
定期付終身保険

● ● ● ● ● 5

34 パンフレットの読み取り
引受基準緩和型医療保険 ● 1
収入保障保険（無配当） ● ● ● 3

35 団体保険
団体定期保険
総合福祉団体定期保険

● ● 2

36
生命保険の税務

生命保険料控除・死亡保険金の
非課税・所得税非課税

● 1

37 定期保険特約付終身保険 ● 1

38 地震保険
地震保険の割引制度
損害の程度・地震保険料控除額

● ● ● ● 4

39 傷害保険 海外旅行傷害保険 ● ● ● 3

－ 9 －
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１級ＦＰ技能検定　実技試験精選過去問題集

問 1 係数表の活用／積立額の計算 ｜ 2015年度

小坂さん夫婦は、長男の裕樹さんの大学教育費を準備したいと考えている。下記
＜条件＞に基づく場合、2023年から１８年間、毎年１２月末に積み立てるべき一定金
額の最少額を計算し、解答欄に記入しなさい。なお、運用益についての税金等は考
慮しないものとし、下記の係数表を乗算で使用すること。また、解答に当たっては、解
答欄に記載されている単位に従い、計算過程で端数が生じた場合は円未満を四捨五
入、解答は万円未満を切り上げること。

＜条件＞

・ 大学教育費として準備する目標額は、下記［大学教育費］を使用して、入学
一時金と教育費の合計額を見積もる。なお、入学一時金は初年度のみ、年
間教育費は毎年同額がかかるものとし、物価上昇率は考慮しないものとす
る。また、必要となる大学教育費は2040年１２月末までに全額用意するも
のとし、大学在学中に運用は行わないものとする。

［大学教育費］
入学一時金 年間教育費

私立文系 ２９万円 １０９万円

私立理系 ３２万円 １５０万円

・ 進学コースは私立理系（４年間）とし、留年等は考慮しない。
・ 2030年１２月に満期を迎える養老保険の満期金２００万円を、2031年か

ら１０年間、年利２.０％で複利運用する。
・ 目標額に対し、前項で不足する分について、2023年から１８年間、毎年１２月

末に一定金額を積み立てながら、年利１.０％で複利運用する。

＜係数表＞※係数表の数値は正しいものとする。
［終価係数］　　　　　　　　　　　　［減債基金係数］

期間 １.０％ ２.０％ 期間 １.０％ ２.０％

１０年 １.１０４６２ １.２１８９９ １０年 ０.０９５５８ ０.０９１３３

１８年 １.１９６１５ １.４２８２５ １８年 ０.０５０９８ ０.０４６７０

◇ ライフプランニングと資金計画 ◇

－ 12 －
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ライフプランニングと資金計画

過
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|

［現価係数］　　　　　　　　　　　　［年金現価係数］
期間 １.０％ ２.０％ 期間 １.０％ ２.０％

１０年 ０.９０５２９ ０.８２０３５ １０年 　９.４７１３０ 　８.９８２５９

１８年 ０.８３６０２ ０.７００１６ １８年 １６.３９８２７ １４.９９２０３

［年金終価係数］　　　　　　　　　　［資本回収係数］
期間 １.０％ ２.０％ 期間 １.０％ ２.０％

１０年 １０.４６２２１ １０.９４９７２ １０年 ０.１０５５８ ０.１１１３３

１８年 １９.６１４７５ ２１.４１２３１ １８年 ０.０６０９８ ０.０６６７０

解答欄

 （万円）

解 答  ２０（万円） 〈減債基金係数・終価係数〉  

目標金額を達成するために必要となる毎年の積立額を求めるには、「減債基金係
数」を利用する。

＜計算手順＞
（1）大学教育費として準備したい目標額は、条件の［大学教育費］の私立理

系の入学一時金と年間教育費４年分の合計額となる。
　入学一時金32万円＋年間教育費150万円×4年＝632万円…①

（2）養老保険の満期金200万円を、2031年から10年間、年利2.0％で複利運
用した場合の元利合計額は次のとおり。
　200万円×1.21899（終価係数2.0％・10年）＝2,437,980円…②

（3）目標額に不足する金額を求める。
　不足額＝①－②＝6,320,000円－2,437,980円＝3,882,020円…③

（4）2023年から18年間、毎年12月末に一定金額を積み立て、年利1.0％で複
利運用しながら不足額を達成するために必要となる最少積立額は次のよ
うになる。
　3,882,020円×0.05098（減債基金係数1.0％・18年）
　　　≒197,905円（円未満四捨五入） → 20万円（万円未満切上げ）

－ 13 －


